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◇
主
な
案
件

・
条
例
の
改
正

・
条
例
の
制
定

・
一
般
会
計
補
正
予
算

・
特
別
会
計
補
正
予
算 令

和
５
年　
第
４
回
定
例
会 

 

会
期
（
12
月
６
日
～
８
日
）

◆�

七
ヶ
宿
町
国
民
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正

【
提
案
の
理
由
】

　
全
世
代
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を

構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
。

◆�

七
ヶ
宿
町
地
域
担
い
手
づ
く
り
支
援
住
宅
条

例
の
一
部
改
正

【
提
案
の
理
由
】

　
新
築
２
棟
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
家
賃
に

関
す
る
規
定
を
整
理
す
る
た
め
、
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
。

問 

吉
田　
修　
議
員

　
今
年
度
建
設
の
担
い
手
支
援
住
宅
の
家
賃
が

値
上
げ
さ
れ
た
理
由
は
。

答 

農
林
建
設
課
長

　
建
築
資
材
の
高
騰
に
伴
な
う
も
の
。

◆�

七
ヶ
宿
町
簡
易
水
道
事
業
及
び
七
ヶ
宿
町
下

水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定

◆�

七
ヶ
宿
町
簡
易
水
道
事
業
及
び
七
ヶ
宿
町
下

水
道
事
業
の
剰
余
金
の
処
分
等
に
関
す
る
条

例
の
制
定

◆�

七
ヶ
宿
町
簡
易
水
道
事
業
及
び
七
ヶ
宿
町
下

水
道
事
業
に
地
方
公
営
企
業
法
の
財
務
規
定

等
を
適
用
す
る
こ
と
に
伴
う
関
係
条
例
の
整

備
に
関
す
る
条
例
の
制
定

【
提
案
の
理
由
】

　
令
和
６
年
度
か
ら
の
簡
易
水
道
事
業
及
び
下

水
道
事
業
の
地
方
公
営
企
業
法
の
適
用
に
伴
い

必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
条
例
を
制
定
す
る
。

◇
条
例
の
改
正
及
び
制
定

▲担い手住宅

2 0 2 4 年 の 抱 負2 0 2 4 年 の 抱 負

　

町
民
一
人
一
人
の
皆
様
の

意
見
を
聞
き
、
町
の
活
性
化

に
つ
な
げ
た
い
。

　

地
域
の
方
の
声
を
し
っ
か

り
聴
き
、
楽
し
く
明
る
い
町

づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

　

町
民
の
皆
様
の
身
近
な
問

題
の
提
言
や
生
活
を
守
る
こ

と
を
目
指
す
た
め
頑
張
り
ま

す
。

　

常
任
委
員
会
並
び
に
特
別

委
員
会
の
各
委
員
会
の
要
職

に
努
め
、
町
民
福
祉
の
向
上

と
生
活
支
援
の
た
め
努
力
致

し
ま
す
。

　

皆
様
の
考
え
て
い
る
こ
と

を
、
実
現
で
き
る
よ
う
尽
力

し
ま
す
。

　

平
和
な
暮
ら
し
が
一
番
。

町
民
の
福
祉
向
上
と
誇
れ
る

ま
ち
づ
く
り
に
尽
力
し
て
参

り
ま
す
。

　

主
権
者
で
あ
る
住
民
の
代

表
と
し
て
議
会
機
能
の
充
実

と
情
報
の
発
信
能
力
を
高
め
、

与
え
ら
れ
た
職
責
に
邁
進
し

ま
す
。

　

町
民
の
幸
福
の
た
め
、
議

員
の
責
任
を
真
剣
に
考
え
、

町
の
発
展
に
努
め
て
参
り
ま

す
。

議　長
管
すが

　原
わら

　研
けん

　治
じ

議　員
髙
たか

　橋
はし

　茂
しげ

　美
み

議　員
渡
わた

　部
なべ

　英
ひで

　幸
ゆき

副議長
今
こん

　野
の

　三
み

喜
き

男
お

議　員
吉
よし

　田
だ

　　　修
おさむ

議　員
髙
たか

　橋
はし

　きく子
こ

議　員
五
い

十
が

嵐
らし

　敏
とし

　夫
お

議　員
髙
たか

　橋
はし

　浩
ひろ

　之
ゆき


